
こ
の
木
簡
は
気
多
郡
内
の
条
里
復
原
に
、
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

⑦

。
①

・
⑩

。
①
は
墨
が
剣
落
し
、
墨
痕
が
浮
き
上

っ
て
い
る
。
①
は
記
載

内
容

・
性
格
な
ど
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

釈
読
は
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
寺
崎
保
広
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

６
　
関
係
文
献

木
簡
学
会

『
木
簡
研
究
』
第
八
号
　
（
一
九
八
六
年
）

（吉
識
雅
仁

・
甲
斐
昭
光
）

兵
庫

・

１
　
所
在
地
　
　
　
兵
庫
県
多
紀
郡
丹
南
町
初
田

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
八
六
年
（昭
６‐
）九
月
ｉ

一
九
八
七
年
二
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
兵
庫
県
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
岡
崎
正
雄

・
山
田
清
朝

。
山
上
雅
弘

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

・
館
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
古
墳
時
代
後
期
、
平
安
時
代
を
室
町
時
代

７
　
迫退
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

初
田
館
跡
は
、
Ｊ
Ｒ
線
篠
山
口
駅
よ
り
南
東
約

一
血
の
武
庫
川
と
篠
山
川
と

の
分
水
界
の
あ
る
田
松
川
と
新
田
松
川
に
挟
ま
れ
た
、
標
高
約

一
九
六
ｍ
の
自

然
堤
防
上
に
位
置
す
る
。
周
辺

に
は
大
沢
城

。
高
仙
寺
城
等
の

中
世
山
城
が
多
く
点
在
す
る
。

日
本
道
路
公
団
が
近
畿
自
動
車

道
舞
鶴
線
を
建
設
す
る
の
に
伴

い
、
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
。

初
田
は
中
世
の
犬
甘
保
、
後
の

酒
井
庄
の
内
に
あ
り
、
初
田
館

跡
に
つ
い
て
は
、
寛

政

六
年

初ら
田だ

館
跡

(篠 山)



1986年出上の木簡

盆

七
九
四
）
の

『
丹
波
志
』
を
は
じ
め
と
し
た
書
で
、

「初
日
古
館
」
「
酒
井

勘
四
郎
の
館
」
と
し
て
周
知
さ
れ
て
お
り
、
現
状
で
堀
跡
や
土
塁
の
一
部
が
認

め
ら
れ
、
そ
の
規
模
等
は

『丹
波
志
』
の
記
載
と
合
致
し
て
い
る
。
酒
井
氏
に

つ
い
て
は
、
丹
波
の
上
豪
、
波
多
野
氏
の
現
わ
れ
る
以
前
か
ら
文
献
に
登
場
す

る
。

『
歴
代
秘
録
』
裏
文
書
の
中
に
嘉
禎
四
年

（
〓
〓
一八
）
酒
井
政
親
が
犬
甘

保

。
主
殿
保
の
地
頭
職
を
得
る
前
に
、
既
に
酒
井
氏
は
田
松
川
流
域
の
犬
甘

・

主
殿

・
油
井
の
三
カ
保
を
領
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
記
述
が
あ
る
。
そ
し
て

天
正

一
〇
年

（
一
五
八
一０
最
後
の
館
主
酒
井
勘
四
郎
が
近
江
の
勢
多
で
戦
死
し

た
と
、

『貞
享
記
』
全

六
八
一〇

に
み
え
る
。

館
の
規
模
は
、

『丹
波
志
』
の
記
載
に
よ
る
と
、

「方

〓
一
十

〓
一
間
」
で
、

「隆
長
四
十
五
間
、
横
二
間
半
」、
「
門
跡
方
二
間
半
、
南
方
在
」、
「
外
堀
長
五

十
間
、
横
三
間
」
と
あ
る
。
発
掘
調
査
で
は
、

「隆
」
の
幅
は
四

・
五
ｍ
、　
一

辺
約
八
五
ｍ
で
、
南
の
堀
に
は
一
・
八
ｍ
幅
で
橋
脚
の
杭
が
打
ち
こ
ま
れ
て
お

り
、
門
跡

（出
入
口
）
が
あ

つ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

館
跡
か
ら
出
上
し
た
木
簡
は
全
部
で
五
点
あ
る
。
ω
ｉ
ω
は
、
鎌
倉
時
代
の

石
組
井
戸
（径
○
・
七
ｍ
、
深
さ
一
・
七
ｍ
）
の
埋
土
か
ら
出
土
し
た
。
０
は
南
の

堀
か
ら
出
上
し
、　
三
ハ
世
紀
前
半
の
丹
波
焼

・
備
前
焼

・
瀬
戸
美
濃
焼

。
上
師

器

・
染
付

・
白
磁

・
五
徳
や
鏃
の
鉄
製
品
、
羽
子
板
や
下
駄
の
木
製
品
が
伴
出

し
て
い
る
。
出
土
遺
物
の
検
討
か
ら
も
、
木
筒
に
み
ら
れ
る
年
紀
の
天
文
年
間

ま
で
で
、
館
は
機
能
を
失

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
最
後
の
館
主
と
さ
れ
る

酒
井
勘
四
郎
の
頃
に
は
廃
絶
し
て
い
た
。

ま
た
、　
遺
跡
内
の
旧
河
道
の
水
際
で
、　
一
〇
世
紀
か
ら

一
三
世
紀
に
か
け

て
の
須
恵
器
杯

・
椀
を
転
用
し
た
硯
が
数
多
く
み
つ
か
る
と
と
も
に
、
「
僧
義
」

と
墨
書
の
あ
る
土
器
や
折
敷

。
人
形

・
斎
串
等
の
木
製
品
や
鉄
鏃
や
刀
子
、
大

刀
の
飾
り
金
具
等
の
金
属
製
品
が
出
土
し
て
い
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

〔令

≧

ズ
符
篠
）鬼
急
く
如
律
口
」

×
八
十

一
半
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕３
ｘ
‘
×
ゃ

「口
　
　
　
　
　
　
　
□
」

「
九
く
八
十

一　

♯

　
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や〇聟
鶴
赴

「□
□
吠
呈

（符
篠
）
鬼
急
く
如
律
令
」

「
　
　
　
九
く
八
十

一
＃
口
　
国
　
」
　
　
　
　
　
囀Φ支
］受
］

「〔剛
冠
酢浦
ゴ
（符篠）王鬼
酪ビ
が
律
令
」

「　
　
　
　
　
九
口
　
回
　
　
　
　
　
」
　
　
　
　
］ｏ貿
囀マ
』

14)

（大
般
）
　
　
　
天
文
十
五
年

⑤
　
　
×
若
経
武
運
長
久
祈

□
月
吉
日
　
，」　
　
　
　
　
　
　
　
　
（］ωｅ
×
溺
Ｘ
卜
自
Φ

①
ぞ
い
は
幅
二
ｃｍ
、
長
二
Ｏ

ｃｍ
ほ
ど
、
厚
さ
二
剛
の
四
本
の
札
を
使
い
、
表

に
異
な

っ
た
符
繰
を
記
し
、
「
急
く
如
律
令
」

の
呪
旬
を
書
く

「
天
避
符
」

で



あ
る
。

一異
は
、
「
九
く
八
十

一
＋
」

の
呪
句
を
字
体
や
位
置
を
変
え
て
書
い
て

い
る
。
四
本
を
紐
で
縛

っ
た
と
思
わ
れ
る
痕
跡
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
四
枚

一
組
で
使
用
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

⑥
は

「大
般
若
経
」
の
転
読
札
で
あ
る
。
武
運
長
久
の
祈
願
札
の
出
土
は
珍

し
い
。　
天
文

一
五
年

（
一
五
四
一Ｃ

と
い
う
年
は
、　
管
領
細
川
晴
元
が
丹
波
国

に
走
り
、
翌

一
六
年
丹
波
国
よ
り
入
京
を
は
か
る
動
乱
の
年
で
、
細
川
氏
と
丹

波
の
土
豪
波
多
野
氏
と
の
勢
力
争
い
の
中
、
初
田
館
も
ま
た
そ
の
渦
中
に
あ

っ

た
。な

お
、
木
簡
写
真
は
森
昭
氏
の
撮
影
に
よ
る
。

（岡
崎
正
雄
）

丘鵞

。福
田
片
岡
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
兵
庫
県
竜
野
市
誉
田
町
福
田

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
八
四
年
（昭
５９
）四
月
を

一
一
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
兵
庫
県
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
岡
崎
正
雄

。
別
府
洋
二

・
平
田
博
幸

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

・
館
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
弥
生
時
代
、
古
墳
時
代
、
平
安
時
代
後
期
を
室
町
時
代

７
　
注還
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

福
田
片
岡
遺
跡
は
、
竜
野
市
衡
地
よ
り
南
東

へ
約
三
血
の
揖
保
郡
太
子
町
と

の
境
界
近
く
、
揖
保
川
支
流
、
林
田
川
左
岸
の
自
然
堤
防
上
を
中
心
に
広
が
る
。

建
設
省
太
子

・
竜
野
バ
イ
パ
ス

建
設
事
業
に
伴
い
、　
一
九
八

一

年
よ
り
本
格
的
に
発
掘
調
査
が

行
わ
れ
た
。
当
該
地
は
、
播
磨

国
法
隆
寺
領
鶴
荘
域
内
に
あ
た

り
、
嘉
暦
四
年

（
〓
三
九
）
の

絵
図
を
用
い
て
復
原
す
る
と
、

西
方
条
の
九
条

「
石
丸
屋
敷
」

「
下
村

田
Ｌ

十

条

「
流

田
」

(竜 野)




